
 

●市章 (昭和41年4月1日制定、平成14年2月2日継承) 

市章は守谷市の守を模
かたど

っています。下部の点は、弓矢の矢じりの形で、守谷の谷(や)

の音と矢(や)に通じ、空高く飛ぶ矢のように、高邁
こ う ま い

なる理想に向かって市が飛躍
ひ や く

・発展

することを表しています。円形と中央の一の字は、市民の円満
えんまん

なる一致団結を象徴
しょうちょう

し

たもので、上部の一点(理想実現)に力強く邁進
まいしん

しようとの意味が込められています。 

 

 

●守谷市民憲章 (平成2年11月2日制定、平成14年2月2日継承) 
 

わたしたちは、利根・鬼怒・小貝の清流と豊かな緑につつまれた歴史と伝統に輝く守谷の市民です。 

この郷土を愛し、健康で明るく住みよい文化都市を目ざして、ここに市民憲章を定めます。 

 

１．水と緑に親しみ、自然を愛し、美しいまちをつくります。 

１．豊かな心を育て、体をきたえ、健康なまちをつくります。 

１．教育文化をたかめ、個性をのばし、うるおいのあるまちをつくります。 

１．明るい家庭をきずき、きまりを守り、平和なまちをつくります。 

１．互いに助け合い、責任を果たし、生きがいのあるまちをつくります。 

 

 

●市の木・市の花・市の鳥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市の木 松  

いつに変わらない緑の松は、枯
か

れ落ち

ても二つの針葉
し ん よ う

が固く結びついています。

これは夫婦が相和
あ い わ

するのに似て、人生に

おける幸福の基本を表し、市の発展を

約束しているようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市の花 山百合 

山里に、また深山
しんざん

に、白く咲く姿は

清楚
せ い そ

で柔軟
じゅうなん

な中にも、凛然
り んぜ ん

とした感じ

があります。そのうえ、芳
かぐわ

しい香りを漂
ただよ

わせて、まさに、自主・自立の高貴
こ う き

な

人のようでもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市の鳥 小綬
こ じ ゅ

鶏
けい

 

朝夕、ヒナを連れて集
つ ど

う姿は、家

族仲良く一家が繁栄
はんえい

するようでありま

す。また、守谷市が住宅団地等によ

って都市を形成し、自然豊かな住み

よい街の象徴でもあります。 

 

(昭和49年12月25日選定) 



2002年(平成14年)2月2日、守谷市が誕生しました。 

 

2000年(平成12年10月1日現在)の国勢調査人口が5万人を超えたことにより、守谷市が誕生しました。市制

施行に伴い、新たにシンボルマーク・キャッチフレーズ・シンボルカラーが策定されました。 

市制にあたり、市民の共感を呼び、市の個性を発揮できるような統一的なイメージを創造し、守谷らしさの印象づ

けを図ります。また、地域の個性を育て、外部にアピールすることで、守谷のイメージアップと活性化につなげていくこと

を目的としています。 

 

 

●シンボルマーク (平成14年2月2日制定) 

 

水(Mizu)と緑(Midori)のまち、守谷(Moriya)の3つを意味するイニシャルM           

をモチーフに、未来に羽ばたく姿をイメージしたものです。小さな円は太陽をイメ

ージし、輝きと活力を表しています。 

シンボルマークは、全国から応募された1、405点の作品の中から選ばれまし

た。 

 

 

 

●キャッチフレーズ (平成14年2月2日制定) 

 

キャッチフレーズは和文タイプと欧文タイプがあり、どちらも新世

紀の多彩な夢と希望とともに、輝き(きらめき)の都市(まち)づ

くりへ発信するイメージを表しています。 

キャッチフレーズは、全国から応募された1、894点の中から

選ばれました。 

 

 

●シンボルカラー (平成14年2月2日制定) 
 

シンボルカラーは「もりやグリーン」と呼ばれています。 

緑色は樹木等の緑に通じ、本市の自然環境に合致しています。市民意識におい

ても緑に対する期待は大きいものです。また、緑色は人の心をなごませ安心感も与

えてくれます。 

もりやグリーン 

 

 

 

 



 

 

本書を利用される方に 

１．資料はできる限り最新のものを掲載してあります。 

２．統計表のうち、年度は会計年度(4月1日から翌年3月31日)、年次は暦年(1月1日から12月31日)の数字

を示しています。 

３．統計表のうち、一部の統計表については、単位未満の数字を四捨五入しているので、必ずしも計に一致しない

こともあります。 

４．統計表中の符号は次のとおりです。 

【0】：該当数字が掲載単位に満たないもの 

【ー】：該当数のないもの 

【X】：統計保護のために掲載をひかえたもの 

【△】：減少(マイナス) 

 

●参考 

この統計書を作成するにあたって、次に掲げた統計調査の結果を利用しました。 

さらに詳しい数値が必要な場合は、下記をご利用ください。 

分 野 名    称 調査機関 調査の周期 結果公表済みの最新調査日 

人 口 国 勢 調 査 総務省 5年 令和 2年10月 1日  

経 済 農 林 業 セ ン サ ス 農林水産省 5年 令和 2年 2月 1日  

経 済 工 業 統 計 調 査 経済産業省 廃止 ※ 令和 2年 6月 1日 

経 済 経済センサスー基礎調査 経済産業省 5年 令和元年 6月 1日 

経 済 経済センサスー活動調査 経済産業省 5年 平成28年 6月 1日 

教育・文化 学 校 基 本 調 査 文部科学省 毎年 令和 4年 5月 1日 

※令和２年をもって工業統計調査は廃止、経済構造実態調査に包摂される。 

 

茨城県の各種統計資料を閲覧したい 

[行政情報センター(茨城県庁舎3階)] 

水戸市笠原町978番6          直 通 029(301)2152     代 表 029(301)1111 

 

インターネットで統計情報を閲覧したい 

[守谷市] 

・統計情報  https://www.city.moriya.ibaraki.jp/shikumi/statistics/index.html 

・統計もりや  https://www.city.moriya.ibaraki.jp/shikumi/statistics/tokei/index.html 

[茨城県] 

・いばらき統計情報ネットワーク   

https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/index.html 

[総務省] 

・統計局  https://www.stat.go.jp 
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